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小松達成先生

負動産対応

Check５ 墓のある山林

CASE

Ｘ及びＸの母は、遠方の地方にある実家から出て生活していた。Ｘの母が死

亡し、Ｘは実家とは疎遠になっていた。

Ｘの母には実家に居住する妹Ａ（Ｘからみて叔母）がいたが、今般、Ａが死亡

し、Ａが所有していた地方の山林をＸが代襲相続した。

山林にはＡの父母や親類の古い墓があり、Ｘは小さい頃に墓参りをした記憶

がうっすらとあるが、詳しいことはよく知らない。もしかしたら、墓は、Ａでは

なく墓の近所に居住する他の親戚が管理している可能性もある。

Ｘは、山林が不要であるから、誰かに譲渡したいと考えているが、譲受人の候

補者から墓を撤去しなければ受け取ることはできないと指摘されることが予想

される。

Ｘとしては、墓の状況や管理者をどのように調査すべきか。また、山林を譲

渡するために墓を撤去したいが、どのようなことが必要となるか。

評 価

難易度 Ａ ・現地調査及び祭祀承継者の調査に手間を要する。

コスト Ｂ ・調査費用、墓の撤去費用等を要する。

検討事項

１ 墓の現地調査及び祭祀承継者の調査

２ 墓に埋葬されている者の遺骨の改葬許可を取得

３ 墓の撤去をしてから隣地所有者ないし森林組合等に対する譲渡

解 説

１ 墓の現地調査及び祭祀承継者の調査

１ 墓を撤去する必要性

かつて林業が盛んな頃は山林に財産的価値がありましたが、現在は山林の財産的価
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大畑敦子先生

負動産対応

Check16 自殺・孤独死のあった物件

CASE

(１) 叔母であるＹが、自宅（持ち家）で自殺をして亡くなっているのが発見さ

れた。Ｘは、Ｙの唯一の相続人だが、この自宅を相続することで、何か問題

が生じるか。

(２) Ｙからの相続で取得した賃貸アパートで、Ｙの相続発生前に賃借人が孤

独死をしていたことが分かった。清掃業者から高額の特殊清掃費用の請求

が来ているが、Ｘはこの費用を賃借人の相続人に請求できるか。

評 価

難易度 Ｃ
・ケース(１)・(２)ともに、法的難易度は高くない。

・ケース(１)では、物件取得後の取引の難易度は高くなる。

コスト Ｂ

・ケース(１)の場合、将来の取引価格の下落リスクがある。

・ケース(２)の場合、孤独死の原因により高額なコストが発生す

るが、保険による補填の可能性がある。

検討事項

１ 自殺のあった物件の売却・賃貸に伴う問題

２ 孤独死と原状回復義務

解 説

１ 自殺のあった物件の売却・賃貸に伴う問題

１ 取引の困難性

自殺や殺人事件が発生したという事実は、それらが発生した不動産の新たな買主や

賃借人にとって心理的抵抗感を生じさせること（心理的瑕疵になること）が容易に予

想され、その不動産の売買契約や賃貸借契約を締結するかの判断や、契約を締結する

場合の条件の判断に重要な影響を与える事実です。

そのため、自殺や殺人事件のあった物件を第三者に賃貸、売却することは、通常の

第２章 建 物
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山崎岳人先生

負動産対応

Check27 放置自動車

CASE

Ｘは、父から、故郷にある原野の土地を相続したが、相続登記だけ済ませて、

そのままにしておいた。最近になって、ご近所の方からの通報で、その土地に

自動車が１台放置されていることが分かった。通報者からも、火事や害獣の発

生が懸念されるので、すぐに撤去してほしいと言われており、Ｘとしても放置

自動車を何とかしなくてはならないと考えている。

Ｘは、どうすれば、放置自動車を撤去できるか。

評 価

難易度 Ａ

・放置自動車の所有者が判明した場合には、定められた裁判手続

に従って強制的に撤去することが可能だが、所有者不明の場合

には実務的に不分明な点があり、難易度は上がる。

コスト Ｂ

・放置自動車の所有者が当初不明な場合や、所有者が判明しても

任意の撤去に応じない場合には、弁護士に依頼して強制執行手

続を取らなければならず、時間と費用がかかる。

検討事項

１ 放置自動車の現地調査

２ 放置自動車の所有者の捜索

３ 債務名義の取得

４ 強制執行の申立て

解 説

１ 放置自動車の現地調査

放置自動車が発見された場合には、今後の各種手続を進める前提として、現地調査

をし、放置自動車の状況等を記録化する必要があります。使用済自動車（後述２参照）

該当性の判断や、債務名義の取得・強制執行の申立て時の証拠又は疎明資料としての

利用が想定されます。
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小松達成先生

負動産対応

これに対し、祭祀承継者がいるのであれば、その者が墓の所有権を承継しており、

祭祀承継者が墓の使用権原があると主張することが考えられますので、Ｘは祭祀承継

者に対して墓を撤去するよう交渉することになります。仮に撤去が難しい場合には、

Ｘは、祭祀承継者に本件山林を引き取ってもらうことを提案してもよいと思われます。

２ 墓に埋葬されている者の遺骨の改葬許可を取得

１ 遺骨の取扱いについて

墓を撤去することになった場合、何らの許可なく、遺骨をどこかに埋めたり、遺骨

を現在の墓から他の墓に移動させたりしてよいでしょうか。

遺骨については、墓地以外の区域に埋蔵してはならないと定められています（墓地４

①）。

墓を撤去するに当たっては、Ｘが墓の所有権を承継している場合でも、祭祀承継者

が墓の所有権を承継している場合でも、墓の中に遺骨があるときは、遺骨を勝手にど

こかに埋めてしまうことはできません。

２ 改葬手続について

遺骨を現在の墓から他の墓に移す場合には、市町村長に許可を得てから遺骨を別の

墳墓又は納骨堂に移す、「改葬」という手続が必要です（墓地５①・２③）。

Ｘが墓の撤去（墓じまい）をするのであれば、自分で遺骨を引き受けてくれる寺院

を探して、寺院に受入れの了解を得た上で、今の遺骨が埋葬されている市町村長に対

して改葬許可の申請をする必要があります。改葬許可の申請書では、遺骨の引受先の

寺院が当該遺骨を引き受ける旨の署名と押印を要求される例が多いので、先に引受先

の印鑑をもらっておく必要があります。

３ 罰則について

遺骨をどこかに埋めたり、改葬許可を取得せずに遺骨の改葬をしたりすると、墓地

埋葬法違反に該当し、1,000円以下（令和７年６月１日以降は２万円）の罰金又は拘留

若しくは科料に処せられる可能性がありますので、注意が必要です（墓地21一・４・５

①）。

３ 墓の撤去をしてから隣地所有者ないし森林組合等に対する譲渡

１ 墓の撤去作業について

上記改葬許可を得た上で、実際に山林内にある墓の撤去作業をすることになります。

個人が墓石の撤去作業をすることは困難ですから、現地の石材店などに撤去作業を依

頼することになります。
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大畑敦子先生

負動産対応

物件に比べて買主、賃借人の募集が困難となり、また、契約ができる場合でも売買代

金や賃料が相場より低くなる（そうしなければ、買主や賃借人を募集できない）こと

が強く予想されます。

２ 告知義務の有無

(１) 宅地建物取引業者の告知義務

それでは、取引の相手方に自殺や殺人事件の事実を知らせずに売却、賃貸すること

はできるでしょうか。

買主や賃借人の募集は、多くの場合、宅地建物取引業者（不動産仲介業者）を介し

て行われるところ、一般的に、宅地建物取引業者には、物件内で自殺や殺人事件が発

生した場合には、売主の説明義務（情報提供義務）の一環として、買主や賃借人に対

し、事前にその事実を告知する義務があるとされています（宅建業47）。

この点、自殺や殺人事件のあった物件についての告知義務に関する裁判例が多数存

在しますが、法律上、自殺や殺人の事実の告知義務が明記されていないこともあり、

自殺や殺人が発生した場所や時期（経過期間）、事件の重大性や社会的影響、買主や賃

借人の使用目的、物件の状態等の諸事情を総合考慮して、告知義務の有無が判断され

ていました。

しかしながら、実際の取引においては、自殺や殺人事件の告知の要否や告知内容に

ついての判断が困難なケースがあり、取り扱う宅地建物取引業者によって対応が異な

ることが生じていました。

(２) 国土交通省のガイドライン

このような状況を踏まえ、国土交通省は、令和３年10月、不動産において過去に人

の死が生じた場合において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき

対応に関し、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、

トラブルの未然防止の観点から、裁判例や取引実務に照らし一般的に妥当と考えられ

るものを整理して取りまとめた、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガ

イドライン」を策定しました。なお、本ガイドラインは、居住用不動産を対象とする

ものです。

本ガイドラインでは、人の死に関する告知義務について、おおむね以下のように整

理されています（詳細は、ガイドラインをご参照ください。）。

① 自然死及び日常生活の中での不慮の死（転倒事故、誤嚥など）については、原則

として告げなくてもよい。

② 賃貸借取引の対象不動産、日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の

共用部分で発生した自然死、日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発
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山崎岳人先生

負動産対応

これらの３要素の判断のために準備すべき主な資料は、上記１で掲げられた記録とな

ります。

使用済自動車と認定されそうな場合であっても、勝手に自動車を移動させたり、廃

車したりすることはできません。自力救済は禁止されているからです。また、使用済

自動車の場合（特に自動車登録番号標が外されていたり、車台番号が削られているな

どした場合）には、犯罪性の有無（盗難車、犯罪に利用された車両等）を、所轄の警

察署に確認する必要があります。

３ 本ケースの場合

Ｘは父から相続した原野の土地を、相続登記だけ済ませてそのままにしておき、放

置自動車の発見者もご近所の人のようです。そのため、Ｘとしては、まずは現地調査

を実施し、放置自動車の性状、保管状況、放置された場所等を記録化するところから

始めることになります。

２ 放置自動車の所有者の捜索

１ 捜索方法

(１) 軽自動車以外の自動車の場合

誰でも、運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で、登録事項等証明書の交付請

求をし、これを取得することで、所有者等の登録事項を知ることができます。交付請

求に当たっては、原則として、①自動車登録番号の全て、②車台番号の下７桁の数字

が必要となります。自動車登録番号が不明の場合には、車台番号のみで請求できます

が、その場合には車台番号の全桁の数字が必要です。

もっとも、私有地上に放置された自動車の場合には、自動車登録番号のみで登録事

項等証明書の交付を受けることができます。その場合には、申請時に、①車両が放置

されている場所と②放置期間を報告し、③見取り図と④写真を提出する必要がありま

す。

(２) 軽自動車の場合

軽自動車には登録事項等証明書がありません。その代わりに軽自動車検査協会が発

行する検査記録事項等証明書がありますが、その請求者は現在の所有者に限られてい

ます。したがって、放置自動車が軽自動車の場合には、放置されている土地の所有者

は証明書を取得することはできません。

そのため、現在の所有者以外の第三者が軽自動車の検査記録事項等証明書を取得す

るためには、例えば、弁護士に放置軽自動車の撤去を依頼するなどした上で、弁護士

が弁護士会照会制度を通じて所有者の氏名・住所等の情報を取得する方法が考えられ

ます。

第３章 動 産

〔FUD0027〕【東陽(幸内)】
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内容見本
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